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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
辺
野
古
の
環
境
現
況
事
前
調
査
へ
の
掃
海
母
艦
「
ぶ
ん
ご
」
出
動
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

今
般
の
機
器
設
置
作
業
は
、
民
間
業
者
に
委
託
す
る
だ
け
で
な
く
、
海
上
自
衛
隊
が
保
有
す
る
潜
水
能
力
を
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
沖
に
お
け
る
海
象
の
状
況
、
ジ
ュ
ゴ
ン
の
生
息
状
況
及
び
サ
ン
ゴ
類
の
産
卵
生
息
状
況

を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
現
況
調
査
（
以
下
「
現
況
調
査
」
と
い
う
。
）
を
限
ら
れ
た
期
間
内
に
円
滑
か
つ
十
分
に

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
平
成
十
九
年
五
月
十
一
日
、
防
衛
施
設
庁
長
官
か
ら
、
海
上
幕
僚
長
に
対
し
支
援
を
依

頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
況
調
査
に
対
す
る
海
上
自
衛
隊
の
部
隊
に
よ
る
協
力
は
、
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

四
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
防
衛
施
設
庁
が
実
施
す
る
現
況
調
査
に
対
し
て
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
現
況
調
査
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

一



現
況
調
査
に
対
し
て
海
上
自
衛
隊
の
部
隊
が
所
要
の
協
力
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
一
日
に
防
衛
大

臣
が
発
し
た
命
令
を
受
け
、
同
月
十
八
日
か
ら
辺
野
古
沖
周
辺
海
域
に
お
い
て
機
器
設
置
作
業
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
お

尋
ね
の
機
器
設
置
作
業
に
従
事
し
た
海
上
自
衛
隊
の
部
隊
の
人
数
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
今
後
の
機
器
設
置
作
業

に
お
い
て
海
上
自
衛
隊
の
部
隊
が
所
要
の
協
力
を
行
う
場
合
に
機
器
設
置
作
業
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日
、
那
覇
防
衛
施
設
局
は
、
現
況
調
査
を
行
う
た
め
、
公
共
用
財
産
使
用
協
議
書
を
沖
縄
県
に

提
出
し
、
同
年
四
月
二
十
四
日
、
同
県
か
ら
、
同
協
議
書
に
係
る
公
共
用
財
産
の
使
用
に
つ
い
て
同
意
が
得
ら
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
そ
の
際
、
使
用
に
当
た
っ
て
の
配
慮
事
項
と
し
て
「
ジ
ュ
ゴ
ン
へ
の
配
慮
」
、
「
藻
場
・
サ
ン
ゴ
類
等
へ
の
配

慮
」
、
「
鳥
類
へ
の
配
慮
」
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
沖
縄
県
か
ら
示
さ
れ
た
配
慮
事
項
に
つ
い
て
も
十
分
に
考
慮
し
、
現
況
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

自
然
環
境
に
十
分
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

二



現
況
調
査
に
お
い
て
は
、
サ
ン
ゴ
類
の
産
卵
生
育
状
況
を
調
べ
る
た
め
の
着
床
具
（
以
下
「
サ
ン
ゴ
の
着
床
具
」
と
い

う
。
）
を
海
底
に
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

防
衛
省
と
し
て
は
、
サ
ン
ゴ
の
着
床
具
の
設
置
に
当
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
サ
ン
ゴ
類
の
分
布
等
の
状
況
に
つ
い
て
現
場
確

認
を
行
い
、
可
能
な
限
り
サ
ン
ゴ
類
へ
の
影
響
を
低
減
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
場
所
を
選
定
し
た
上
で
、
平
成
十
九
年
五
月
十

八
日
か
ら
機
器
設
置
作
業
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

防
衛
省
と
し
て
は
、
こ
の
調
査
は
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
海
域
の
サ
ン
ゴ
類
の
増
殖
環
境
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
た
め
、
サ
ン
ゴ
の
着
床
具
は
、
サ
ン
ゴ
が
密
に
生
息
し
て
い
る
地
域
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
に
設
置
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
当
該
海
域
の
サ
ン
ゴ
の
生
息
環
境
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
な
く
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
生
き
た
サ
ン
ゴ

が
大
規
模
に
破
壊
損
傷
さ
れ
て
い
る
。
」
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
と
も
現
況
調
査
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
自
然
環
境
に
十
分
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

現
況
調
査
の
う
ち
、
海
象
等
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
パ
ス
コ
沖
縄
支
店
に
対
し
委
託
額
六
億
五
千
百
万
円
、
契

約
の
履
行
期
間
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
し
て
、
サ
ン
ゴ
や
ジ
ュ
ゴ
ン
等
の
調

三



査
に
つ
い
て
は
、
い
で
あ
株
式
会
社
沖
縄
支
店
に
対
し
委
託
額
十
六
億
五
千
九
百
万
円
、
契
約
の
履
行
期
間
平
成
十
九
年
三

月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
し
て
、
サ
ン
ゴ
着
床
具
の
設
置
等
に
つ
い
て
は
、
い
で
あ
株
式
会
社
沖

縄
支
店
に
対
し
委
託
額
三
千
五
百
七
十
万
円
、
契
約
の
履
行
期
間
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
月
三
十

一
日
ま
で
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
業
務
委
託
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
海
象
等
の
調
査
の
業
務
に
お
い
て
は
海
象
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
機
器
を
、
サ
ン
ゴ
や
ジ
ュ
ゴ
ン
等
の
調
査

の
業
務
に
お
い
て
は
ジ
ュ
ゴ
ン
の
生
息
状
況
を
把
握
す
る
調
査
の
た
め
の
パ
ッ
シ
ブ
ソ
ナ
ー
及
び
水
中
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
、

サ
ン
ゴ
着
床
具
の
設
置
等
の
業
務
に
お
い
て
は
サ
ン
ゴ
類
の
産
卵
生
育
状
況
を
調
べ
る
た
め
の
着
床
具
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す

る
も
の
で
あ
る
。

設
置
す
る
機
器
の
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
作
業
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
時
点
で
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

防
衛
省
と
し
て
は
、
機
器
の
設
置
に
当
た
り
、
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
環
境
に
十
分
配
慮
し
て
行
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
現
況
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
自
然
環
境
に
十
分
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


